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地域裨益に関する覚書

本覚書は、甲（裨益還元先）、乙（補助金交付申請者）及び丙（松本市）が、乙が実施する補助対象事業に係る地域裨益の実施内容等について三者の合意を確認するため、次の条項により締結する。

（目的）
第１条　本覚書は、乙が実施する（事業名：　　　　　　　　　　）に関して、当該事業から生じる収益の補助対象設備（以下「設備」という。）が所在する町会等への還元（以下「裨益」という。）の内容、実施方法及び履行確認の方法を定めることを目的とする。
２　裨益は、補助金類型Ⅱ又はⅢの事業により得た事業収益をもって行うことを原則とする。
（裨益の使途）
第２条　甲から乙へ裨益される金銭又は役務等は、設備が所在する地域について、甲、乙及び丙が協議を行い明確にした課題の解決（以下「地域課題解決」という。）に資するものに充てることとする。
　　地域課題：（具体的内容）
（裨益の内容）
第３条　地域課題解決に資する裨益内容は次のとおりとする（該当する項目にチェックし、具体的内容を記載すること）。
□　金銭による還元
　　具体的な裨益方法：
　　裨益還元先における裨益される金銭の使途：（具体的内容）
□　役務による還元
役務の内容：（具体的内容）
２　金銭による還元における裨益額は、補助対象期間における通算補助額の３割以上とする。
３　役務による還元における裨益の規模は、金銭による還元における裨益額相当以上とする。この場合において、乙は、当該裨益の規模が分かる見積書を甲及び丙に提出するものとする。
４　乙は、前条で定めた裨益内容について、具体的な金額又は役務等を確定したときは、直ちに（別紙）地域裨益年次計画表を更新し、甲及び丙に通知するものとする。
（裨益還元先）
第４条　裨益還元先町会・地区・団体：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（実施期間）
第５条　裨益の実施期間は、　年　月　日から　年　月　日までとする。
（実施方法・スケジュール）
第６条　実施スケジュール（主要項目）：（例）毎年○月に金銭による還元を実行 等
実施主体及び担当：
甲（地区側の調整、裨益の受入）
乙（実施・支払）
丙（履行状況の確認・助言）
（履行確認・報告）
第７条　甲は、乙が甲に対し金銭による裨益を行う場合において、毎年度、乙及び丙に対し、裨益内容に係る報告書及び裨益された金銭に係る証憑 (ひょう)（領収書、写真等）を提出するものとする。
２　乙は、乙が甲に対し役務等による裨益を行う場合において、毎年度、甲及び丙に対し、裨益内容に係る報告書及び裨益した役務等に係る証憑（領収書、写真等）を提出するものとする。
３　丙は、必要に応じて、甲又は乙に対し、履行状況の確認を行うことができる。
（裨益等の履行要求）
第８条　甲、乙及び丙は、甲又は乙が本覚書に定める裨益又は地域課題解決の履行を怠ったときは、甲又は乙に対し、裨益又は地域課題解決の履行を求めることができる。
２　丙は、前項の規定による履行要求後、相当期間が経過しても甲又は乙が履行しないときは、協議の上対応を決定する。
（変更及び解除）
第９条　本覚書の内容を変更又は解除するときは、甲、乙及び丙の書面による合意をもって行うものとする。
２　乙の都合により本覚書を解除しようとするときは、乙は、補助対象設備を撤去し、自己の費用負担において原状回復を行うものとする。
（紛争の解決）
第１０条　本覚書に係る紛争は、誠意をもって協議により解決するものとする
（補則）
第１１条　本覚書に定めのない事項は、甲、乙及び丙が協議の上決定する。

（別紙）地域裨益年次計画表


締結日：　　　年　　月　　日

甲（裨益還元先）
団体名：　　　　　　　　　　　　　　
代表者名：　　　　　　　　　　　　　
住所：　　　　　　　　　　　　　　　　
電話：　　　　　　　　　　　　　　　　
署名／押印：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙（補助金交付申請者）
法人・氏名：　　　　　　　　　　　　
代表者名：　　　　　　　　　　　　　
所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　
電話：　　　　　　　　　　　　　　　　
署名／押印：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

丙（松本市）
松本市　：　　　　　　
代表者名：　　　　　
住所：　　　　　　　　　　　　　　　　
電話：　　　　　　　　　　　　　　　　
署名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


（別紙）地域裨益年次計画表

松本市地域エネルギー導入支援事業補助金　交付申請（予定）額　：￥＿＿＿＿　　
地域裨益額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（予定）額　：￥＿＿＿＿

裨益スケジュール　
	年度
	還元内容（金銭による還元／役提供務）
	実施期日

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


（必要に応じ行を追加）
※　代替する様式でも可とする。


以上








